
【介護保険制度のしくみ】
介護保険制度は、40歳以上の方が加入者（被保険者）となって保険料を納め、介護保険が必
要となったときには、サービスを利用できるしくみとなっています。
住みなれた地域で安心して暮らしていくために、市町村が運営しています。

【申請からサービスの利用まで】

　　　　調査結果と意見書をもとに判定します。

　　　　　　医療・保健・福祉の有識者による合議にて判定します。

申請します  

訪問調査を受けます 

介護保険サービスを利用 

結果通知書と認定結果を記載した介護保険被保険者証が送付されます。 

医師に意見書を依頼します        

コンピュータによる判定（一次判定） 

市原市介護認定審査会による審査（ 二次判定 ） 

介護サービス計画・介護予防サービス計画の作成 

認定結果が通知されます   

 ○申請は本人や家族等が市役所高齢  

者支援課、各支所で行います。  

 ○地域包括支援センターや介護保険施

設、指定居宅介護 支援事業者等に申請   

を代行してもらうこともできます。  

○意見書は市から直接医師に依頼しま

す。※事前に医師にご相談ください。 

○要介護認定には有効期間があります。

有効期間満了後も継続してサービスをる

場合は、更新手続きが必要です。 




